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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面の結晶方位が｛１００｝結晶面のシリコン基板の表面に、保護膜を形成し、
　前記｛１００｝結晶面のシリコン基板の表面の｛１１１｝結晶面の境界線に沿って、前
記シリコン基板の表面から前記保護膜を除去して前記シリコン基板を露出させた四角形状
の開口部を形成し、
　前記開口部にレーザを照射して前記シリコン基板を貫通する貫通孔を形成し、
　前記貫通孔を、ＴＭＡＨ水溶液を用いたウェットエッチングによって、前記貫通孔の断
面形状が四角形状となるように拡大し、
　前記貫通孔の断面形状の対角線が、前記開口部の四角形状の一辺の長さと等しくなる前
に前記エッチングを終了することを特徴とする貫通孔形成方法。
【請求項２】
　貫通孔により表裏面が電気的に接続されている半導体装置の製造方法において、表面の
結晶方位が｛１００｝結晶面のシリコン基板の表面に、保護膜を形成し、
　前記｛１００｝結晶面のシリコン基板の表面の｛１１１｝結晶面の境界線に沿って、前
記シリコン基板の表面から前記保護膜を除去して前記シリコン基板を露出させた四角形状
の開口部を形成し、
　前記開口部にレーザを照射して前記シリコン基板を貫通する貫通孔を形成し、
　前記貫通孔を、ＴＭＡＨ水溶液を用いたウェットエッチングによって、前記貫通孔の断
面形状が四角形状となるように拡大し、
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　前記貫通孔の断面形状の対角線が、前記開口部の四角形状の一辺の長さと等しくなる前
に前記エッチングを終了し、
　前記貫通孔の内側表面に絶縁層を形成し、前記絶縁層の内側表面に導電層を形成するこ
とで、前記シリコン基板の表裏面を電気的に接続することを特徴とする半導体装置の製造
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体基板に貫通孔を形成する貫通形成方法に関するものであり、更に、半
導体基板に貫通孔を形成する事で半導体基板の表裏面を電気的に接続する半導体装置およ
びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、電子撮像装置や、光記録装置や、インクジェットプリンタヘッドのような半
導体プロセスで形成される半導体装置は、半導体基板の表面に複数の能動素子が形成され
ている。そしてそれらの能動素子をお互いに電気的に接続することで様々な機能を、コン
パクトに形成することを実現している。近年電子機器の小型化に伴い、半導体装置は更な
る小型化、高密度化が要求されている。そこで半導体基板の裏面も配線領域として活用す
るため、半導体基板に貫通孔を形成しその表裏面を電気的に接続することが検討されてい
る。
【０００３】
　半導体基板に貫通孔を形成する方法の一つにレーザによる加工を挙げることができる。
レーザ加工により形成した貫通孔を利用して、半導体基板の表裏面を電気的に接続する方
法は、特開２０００－２４６４７４号（特許文献１）や、特開２０００－２４６４７５号
（特許文献２）に記載されている。これらの特許文献においては、まず表面の結晶方位が
｛１００｝や｛１１０｝結晶面であるシリコン基板にレーザを用いて貫通孔を形成する。
その後、ウェット異方性エッチングにより貫通孔の内径の拡大を行う。次に貫通孔内部に
化学気相堆積（ＣＶＤ）や物理気相堆積（ＰＶＤ）等により貫通孔の内側表面に絶縁膜を
形成する。その後、絶縁膜の表面にスパッタ、メッキ、パターニング、エッチング等より
導電膜を形成する。このようにして、表面と裏面を貫通孔内部の導電膜を介して電気的に
接続した半導体基板を製造している。
【特許文献１】特開２０００－２４６４７４号
【特許文献２】特開２０００－２４６４７５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前述の特許文献１、２に示したようなレーザ加工により貫通孔を形成し
、その後エッチングにより内径を拡大する方法にはいくつかの課題がある。これは半導体
基板をウェット異方性エッチングする場合、各結晶方位に対するエッチグレートは大きく
異なることに起因する。表１にシリコン基板に対する結晶方位が｛１００｝、｛１１０｝
、｛１１１｝結晶面のエッチングレートを示す。
【０００５】
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【表１】

【０００６】
　まず表面の結晶方位が｛１１０｝結晶面であるシリコン基板にレーザを用いて貫通孔を
形成した後、ウェット異方性エッチングにより貫通孔の内径の拡大を行う場合について説
明する。表面の結晶方位が｛１１０｝結晶面であるシリコン基板を使用した場合、レーザ
加工により形成した貫通孔の内径を拡大する方向は、結晶方位が｛１１１｝結晶面である
。表１からわかるように、結晶方位が｛１１１｝結晶面のシリコン基板のエッチングレー
トは、結晶方位が｛１００｝面、｛１１０｝結晶面のシリコン基板に比べて極端に遅い。
従って一旦形成した貫通孔をエッチングにより内径の拡大する方式においては、表面の結
晶方位が｛１１０｝面のシリコン基板を使用する事は、産業上好ましいとは言えない。
【０００７】
　次に表面の結晶方位が｛１００｝結晶面であるシリコン基板を用いた場合について説明
する。図８に表面の結晶方位が｛１００｝結晶面であるシリコン基板における、｛１１１
｝結晶面、｛１００｝結晶面、｛１１０｝結晶面のそれぞれの位置関係を示す。図８（ａ
）は｛１００｝シリコン基板における各結晶面の位置関係を示した斜視図で、図８（ｂ）
は｛１１０｝結晶方位方向に沿った断面図である。図８からわかるように、｛１００｝結
晶面と｛１１０｝結晶面はそれぞれ９０度の位置関係を有し、｛１１１｝結晶面は｛１０
０｝結晶面に対して約５４．７度の位置関係を有している。
【０００８】
　図９は表面の結晶方位が｛１００｝結晶面であるシリコン基板にレーザを用いて貫通孔
を形成した後、ウェット異方性エッチングにより貫通孔の内径の拡大を行った時の貫通孔
の状態を示す模式図である。図９（ａ）は半導体基板の断面図であり、図９（ｂ）はその
上面図である。尚、図９（ａ）は、半導体基板の表面側の貫通孔近傍のみを示したもので
あり、半導体基板の裏面側も同様な状態となっている。図９（ａ）において点線で示して
いるのは、エッチングによる貫通孔の内径を拡大する前にレーザ加工により形成された貫
通孔である。
【０００９】
　図９において１はシリコンからなる半導体基板、３は熱酸化膜からなり絶縁性を有する
保護膜、５は貫通孔である。レーザ加工は半導体基板１の表面に絶縁保護膜３を形成した
後に行うため、レーザ加工により形成される貫通孔の内径（点線で示す）と保護膜３の開
口部の内径は一致している。表面の結晶方位が｛１００｝結晶面であるシリコン基板の場
合、レーザ加工により形成した貫通孔の内径を拡大する方向の結晶方位は｛１００｝結晶
面と｛１１０｝結晶面である。すなわちエッチングレートは早く容易にエッチングを行う
ことができる。
【００１０】



(4) JP 4955935 B2 2012.6.20

10

20

30

40

50

　しかしながら、結晶方位が｛１１１｝結晶面である方向へはほとんどエッチングされな
い。前述したように、結晶方位が｛１１１｝結晶面は、シリコン基板の表面の結晶方位が
｛１００｝結晶面である面と約５４．７度の角度をなしている。そのため、異方性エッチ
ングにより内径を拡大するに従って、貫通孔５の開口部近傍の形状は、図９に示すように
、約５４．７度の角度を有するエッジ形状（逆テーパ形状）となってしまう。また異方性
エッチングを行えば行うほうど、この逆テーパ形状は大きくなっていく。
【００１１】
　図９に示した貫通孔の場合、半導体基板１の表面および裏面の開口部よりも、貫通孔内
径が大きくなる。そのため、貫通孔５の内側表面にＣＶＤやＰＶＤ等により絶縁膜や導電
膜を成膜する場合、均一な膜を形成することは困難であった。すなわち、貫通孔の開口部
の内径が小さく、貫通孔の奥に行くほど内径が大きくなる逆テーパ形状であると、ＣＶＤ
等の場合、貫通孔内部の気体循環が阻害されて成膜効率が低下してしまう。また、スパッ
タ等のＰＶＤの場合、貫通孔の入口から貫通孔内に直線的に進行する金属原子が、貫通孔
内面には幾何学的に到達できない場合もある。その結果、絶縁膜や導電膜の膜厚を確保で
きず、絶縁不良や導通不良が発生していた。また、メッキにより導電膜を形成する場合も
、貫通孔５の内部でメッキ液が滞留し貫通孔の外部とのメッキ液循環が阻害されるため、
貫通孔内側表面のメッキ速度が低下する。そのため、導電膜の膜厚を確保できないため、
導通不良となってしまう。
【００１２】
　また、ＣＶＤやＰＶＤ、メッキ処理において、鋭角形状先端部への成膜やメッキ膜の形
成は困難であり、膜厚が低下し、絶縁不良および導通不良の起点となりやすい。また、貫
通孔内部の封止工程や、その後の取り扱いにおいても鋭角形状先端部に局所的に圧力がか
かりやすく、絶縁膜や導電膜が破損し、絶縁不良および導通不良の起点となりやすい。
【００１３】
　また、半導体基板１は、貫通孔５を形成後に半導体パターンを形成している。その際ス
ピンコート等によってレジスト材の塗布を行うため、貫通孔５の内部は封止材により完全
に封止する事が望ましい。封止手段としては、印刷法やディスペンサー、気圧差を利用し
た等による注入方式が考えられる。しかしながら、貫通孔５の開口部に逆テ－パがあると
貫通孔５の内部へ封止材を完全注入する事が難しく、貫通孔５の内部に気泡残りが発生す
る可能性が高い。
【００１４】
　また、図９（ａ）に示すように半導体基板１には、厚さ１μｍ程度の熱酸化膜３はエッ
チングストップ層としての機能も有している。エッチングストップ層この熱酸化膜３は、
半導体基板１の貫通孔５がエッチングによって内径の拡大されるため、ひさし部３ａか形
成される。このひさし部３ａはわずかな圧力で容易に破損するため、工程の信頼性には大
きな問題を生じていた。
【００１５】
　そこで本発明の目的は、半導体基板にレーザにより貫通孔を形成し、その後貫通孔の内
径を拡大する場合であっても、貫通孔の開口部近傍に逆テーパ形状を形成することなく、
効率よく半導体基板に垂直な貫通孔を形成することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前述の課題を解決するために本発明の貫通孔形成方法においては、表面の結晶方位が｛
１００｝結晶面のシリコン基板の表面に、保護膜を形成し、前記｛１００｝結晶面のシリ
コン基板の表面の｛１１１｝結晶面の境界線に沿って、前記シリコン基板の表面から前記
保護膜を除去して前記シリコン基板を露出させた四角形状の開口部を形成し、前記開口部
にレーザを照射して前記シリコン基板を貫通する貫通孔を形成し、前記貫通孔を、ＴＭＡ
Ｈ水溶液を用いたウェットエッチングによって、前記貫通孔の断面形状が四角形状となる
ように拡大し、前記貫通孔の断面形状の対角線が、前記開口部の四角形状の一辺の長さと
等しくなる前に前記エッチングを終了することを特徴とする。
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【００１７】
　本発明の半導体装置の製造方法においては、貫通孔により表裏面が電気的に接続されて
いる半導体装置の製造方法において、表面の結晶方位が｛１００｝結晶面のシリコン基板
の表面に、保護膜を形成し、前記｛１００｝結晶面のシリコン基板の表面の｛１１１｝結
晶面の境界線に沿って、前記シリコン基板の表面から前記保護膜を除去して前記シリコン
基板を露出させた四角形状の開口部を形成し、前記開口部にレーザを照射して前記シリコ
ン基板を貫通する貫通孔を形成し、前記貫通孔を、ＴＭＡＨ水溶液を用いたウェットエッ
チングによって、前記貫通孔の断面形状が四角形状となるように拡大し、前記貫通孔の断
面形状の対角線が、前記開口部の四角形状の一辺の長さと等しくなる前に前記エッチング
を終了し、前記貫通孔の内側表面に絶縁層を形成し、前記絶縁層の内側表面に導電層を形
成することで、前記シリコン基板の表裏面を電気的に接続することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、表面の結晶方位が｛１００｝結晶面の半導体基板に、ほぼ垂直な貫通
孔を、迅速に形成することが可能となる。これによりＣＶＤやＰＶＤ等による成膜性、メ
ッキ性、孔封止性が良好であり、工程の信頼性を確保する事ができる。
【００２０】
　またレーザ加工に一旦貫通孔を形成したが、その内径を異方性エッチングにより拡大し
ているため、レーザ加工孔の周囲および内部に発生するドロスやデブリス等を消滅させ、
かつ貫通孔内面が非常に滑らかな結晶面で形成された、高品位の貫通孔を形成する事が可
能である。
【００２１】
　また本発明によれば、半導体基板表面および裏面の開口部に熱酸化膜などのエッチング
ストップ膜によるひさしが存在しないため、ひさしを除去する工程を省略する事が可能で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　次に、本発明の好適な実施の形態を図面を参照して説明する。
【実施例１】
【００２３】
　図１は本発明の実施例１に関わる半導体装置の断面図である。図中１００は半導体装置
であり、１０１は表面の結晶方位が｛１００｝結晶面であるシリコン基板（以下、｛１０
０｝シリコン基板）である。１０２は｛１００｝シリコン基板１０１上に形成された能動
素子である。能動素子１０２は、｛１００｝シリコン基板１０１に半導体プロセスにより
作りこまれている。能動素子１０２としてはトランジスターや、インクジェットプリンタ
ヘッド駆動素子、電子撮像素子、光記録素子等の機能性素子を適用することができる。尚
、図１において能動素子１０２は｛１００｝シリコン基板１０１の片面にしか形成されて
いないが、両面に形成してもかまわない。１０３は、｛１００｝シリコン基板１０１の表
面に形成された熱酸化膜であり絶縁性を有する保護膜である。１０４は能動素子１０２か
ら延びている導電性の配線部である。配線部１０４の能動素子１０２と逆の端部には、外
部接続電極１１０が形成されている。１０５は｛１００｝シリコン基板１０１の表裏面を
貫通している貫通孔である。１０６は貫通孔１０５の内側表面と｛１００｝シリコン基板
１０１表面の貫通孔１０５の開口部近傍を覆う絶縁層である。１０７は保護膜１０３の表
面および絶縁層１０６の更に内側表面に形成された導電層である。１０８は貫通孔内部を
充填する封止材である。導電層１０７は、外部接続電極１１０と電気的に接続されている
。これにより、能動素子１０２は配線部１０４、外部接続電極１１０、導電層１０７を介
して、｛１００｝シリコン基板１０１の裏面と電気的に接続する事ができる。
【００２４】
　次に図１に示した半導体装置１００の製造プロセスを図２（ａ）乃至図２（ｈ）を使っ
て説明する。図２（ａ）乃至図２（ｈ）において、図１と同じ部材には同じ符号が付して
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ある。
【００２５】
　まず図２（ａ）において、あらかじめ能動素子１０２が形成された｛１００｝シリコン
１０１基板を準備する。１０９は、能動素子１０２および配線部１０４を、後述するレー
ザ加工やエッチング、メッキ等による汚染から保護する保護層である。配線部１０４は、
通常の半導体プロセスにより、あらかじめ｛１００｝シリコン基板１０１上に形成されて
いる。半導体基板としては、シリコン以外にゲルマニウム、セレン等の単一元素や、酸化
物、硫化物、セレン化物、テルル化物、アンチモン化合物、ヒ素化合物、リン化合物等の
化合物や有機半導体材料等を主成分としたものを用いることができる。
【００２６】
　｛１００｝シリコン基板１０１の厚さは６２５μｍであり、その形状としては、ウエハ
状、四角形、多角形のものや、マイクロマシーン等で多用されている複雑に加工された形
状とことができる。保護膜１０３は、電気的絶縁性を有し、かつ後述のＴＭＡＨ（ｔｅｔ
ｒａｍｅｔｈｙｌ　ａｍｍｏｎｉｕｍ　ｈｙｄｒｏｘｉｄｅ，（ＣＨ３）４ＮＯＨ）水溶
液に対して、｛１００｝シリコン基板１０１と比較して耐エッチング性を有する膜である
。例えばＳｉＯ２、ＳｉＮ、ＳｉＯ等の絶縁性材料を、０．６μｍから２μｍ程度成膜す
る事によって形成されている。保護層１０９は、例えば高分子ポリマー等の絶縁性材料を
用いた膜であり、スピンコート塗布等により形成される。保護層１０９の膜厚は、１μｍ
～３μｍが好ましいがこの範囲に限定されるものではない。保護層１０９は、保護膜１０
３、能動素子１０２、および配線部１０４を、後述するレーザ加工やエッチング、電着等
による汚染、および電気的なダメージから保護することができるのであれば良い。外部接
続電極１１０は金、銀、アルミ、銅、ケイ素などを主成分としている。また外部接続電極
１１０の表面は保護膜１０３から露出して形成されている。
【００２７】
　次に図２（ｂ）において、｛１００｝シリコン基板１０１の表面の、貫通孔形成する個
所の保護膜１０３および保護層１０９を除去し、開口部１１１を形成する。保護膜１０３
及び保護層１０９の除去方法としては、レジスト塗布、レジストパターニング、エッチン
グといった、典型的なリソグラフィープロセスや、レーザ加工で直接保護膜１０３を剥離
する直接加工方法を使用することができる。
【００２８】
　開口部１１１は、｛１００｝シリコン基板１０１をＴＭＡＨ水溶液でエッチングする際
に析出する｛１１１｝結晶面と｛１００｝シリコン基板表面の境界線に沿った四角形状と
している。これは後述の異方性エッチング工程で、開口部外郭より１１１結晶面を析出さ
せるためである。また開口部１１１の大きさは、形成する貫通孔の３倍から５倍が好まし
い。たとえば直径が３０μｍである時、１００×１００μｍ程度が好ましい。これは、開
口部１１１の形状が大きいと、異方性エッチング終了時にエッチング速度の速い｛１１０
｝結晶面が残ってしまうためであり、小さいと貫通孔形成に必要なエッチング時間が過剰
にかかってしまうからである。
【００２９】
　次に図２（ｃ）において、開口部１１１の中央部に貫通孔１０５ａが形成される。この
貫通孔１０５ａの形成方法としてはレーザ加工法が用いられる。レーザ加工法は、｛１０
０｝シリコン基板１０１、保護膜１０３、および保護層１０９を除去できる波長、出力を
備えたものである。例えばＹＡＧ、ＹＬＦ、ＹＶＯ４、ガラス、チサンサファイア等の固
体レーザや、ＣＯ２、銅蒸気、エキシマ等のガスレーザ、もしくは色素レーザ等を使用す
る事ができる。レーザ加工法は｛１００｝シリコン基板１０１の表面に対して、垂直な貫
通孔１０５ａを容易に形成できる。貫通孔１０５ａの内径は、３０μｍである。
【００３０】
　次に図２（ｄ）において、｛１００｝シリコン基板１０１をＴＭＡＨ水溶液などにより
エッチング処理する。シリコン材料をＴＭＡＨ水溶液でエッチングする場合、シリコンの
結晶方位によってエッチング速度が異なる。そのため、エッチングの進行とともにエッチ
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ング速度の早い面は消失し、最後にはエッチング速度の遅い面で形成された異方性の形状
となる。このエッチング方法を、異方性エッチングという。その結果、貫通孔１０５ａは
異方性エッチングにより内径を拡大され貫通孔１０５ｂとなる。貫通孔１０５ｂの形状は
、開口部１１１に対して４５度回転した四角形状となる。この時、貫通孔１０５ｂの内径
の最大値が、長方形の頂点が開口部１１１よりも外側にはみ出さない位置で、エッチング
による内径の拡大は終了する。開口部１１１が１００×１００μｍの正方形である場合、
貫通孔１０５ｂの孔径の最大値（対角線の距離）は、１００μｍ以下とする。尚、図２（
ｄ）に示す異方性エッチングの工程の詳細は後述する。
【００３１】
　次に図２（ｅ）において、貫通孔１０５の内部に絶縁層１０６を形成する。絶縁層１０
６を形成する方法としては液相法が用いられる。液相法には、ディッピング、ディスペン
ス、印刷、電着、陽極酸化等が含まれる。液相法は、基板を高温にする必要がないため、
あらかじめ能動素子１０２が形成された基板であっても使用する事が可能である。なお、
絶縁層１０６は、本プロセス以降の半導体プロセスにおける温度等の雰囲気や、各プロセ
スで使用する薬品に耐えうる材料を選定する。絶縁層１０６の膜厚としては、１μｍ～３
０μｍ程度が好ましいがこの範囲に限定されるものではない。後述の導電層１０７と｛１
００｝シリコン基板１０１の電気的な絶縁関係において、所定の抵抗値を上回る性能であ
れば良い。
【００３２】
　次に図２（ｆ）において、｛１００｝シリコン基板１０１表面に形成されている保護層
１０９を除去する。除去の方法としては、酸素プラズマ等により、全面一括除去される。
このとき貫通孔１０５ｂの端部に形成された絶縁層１０６も一部除去されるが、厚さの違
いにより完全に除去されない。従って、貫通孔１０５ｂの端部、絶縁層１０６、および絶
縁層１０６の下層にのみ保護層１０９が残る事になる。
【００３３】
　次に図２（ｇ）において、貫通孔１０５ｂの内側表面に形成された絶縁層１０６の内側
表面、および保護膜１０３上に、導電層１０７を形成する。導電層１０７は貫通孔１０５
ｂの内側表面、｛１００｝シリコン基板１０１全体に形成される。貫通孔１０５ｂの内側
表面を経由して、｛１００｝シリコン基板１０１の表裏面が電気的に接続される。導電層
１０７は銅、ニッケル、パラジウム、金、銀、等の材料を使用する事ができる。導電層１
０７の膜厚としては、０．５μｍ～１．０μｍが好ましいがこの範囲に限定されるもので
はない。外部接続電極１１０から貫通孔１０５ｂの内部を経由して、｛１００｝シリコン
基板１０１の表裏面まで確実に接続し、回路抵抗値が所定の抵抗値を下回る性能であれば
良い。
【００３４】
　導電層１０７の製法としては、処理温度が１０００℃を超えるＰＶＤやＣＶＤを使用す
る事はできない。そこで、ドライメッキ、ウエットメッキ、ジェットプリンティング法、
導電ペーストや溶融金属の成膜法等を、貫通孔１０５の形状やアスペクト比に応じて適宜
選択することができる。
【００３５】
　最後に図２（ｈ）において、貫通孔１０５の内部は、封止材１０８によって完全に充填
される。封止材１０８の材料としては、樹脂、溶融金属等が挙げられる。充填の方法とし
ては、印刷、注入、貫通孔内部と外部の空気圧の差を利用する方法、等を利用する事がで
きる。
【００３６】
　次に前述の図２（ｄ）に示した異方性エッチングの工程を、図３を使って詳細を説明す
る。図３（ａ）乃至図３（ｄ）は、前述の図２（ｃ）において形成した内径３０μｍの貫
通孔１０５ａを異方性エッチングする際の様子を示した模式断面図である。加工時間を０
分～７０分まで順に変化させ、そのた時の貫通孔形状の変化を示している。エッチング条
件は、ＴＭＡＨ・２０パーセント水溶液、エッチング液温度：８０℃である。
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【００３７】
　図３（ａ）はエッチング直後（０分）の時の｛１００｝シリコン基板１０１の上面図と
断面図である。図３（ａ）において｛１００｝シリコン基板１０１の表面には、保護膜１
０３および保護層１０９が成膜されており、開口部１１１が形成されている。開口部１１
１は、｛１００｝シリコン基板１０１をＴＭＡＨ水溶液でエッチングする際に析出する、
｛１１１｝結晶面と｛１００｝シリコン基板表面の境界線に沿った四角形状としておく。
開口部１１１の中心には、レーザ加工により内径３０μｍの貫通孔１０５ａが形成されて
いる。この時貫通孔１０５は｛１００｝シリコン基板１０１に垂直に形成されている。
【００３８】
　次に、図３（ｂ）はエッチング経過（２０分）の時の｛１００｝シリコン基板１０１の
上面図と断面図である。このとき貫通孔１０５ｂは、｛１００｝および｛１１０｝結晶面
で形成された８角形の形状となっている。図４はこの時の貫通孔１０５ａの横断面を示し
た模式図であり、貫通孔１０５ａの内面における｛１００｝結晶面と｛１１０｝結晶面の
関係を示している。８角形の大きさは、対辺の距離が５０μｍである。この８角形は、異
方性エッチングによって貫通孔内部のＳｉが融解し、｛１００｝および｛１１０｝結晶面
が交互に析出するように形成される。
【００３９】
　またこの時、開口部１１１の下面に位置する｛１００｝シリコン基板１０１の表面には
、｛１００｝結晶面、｛１１１｝結晶面、および貫通孔１０５ｂと｛１００｝シリコン基
板１０１の表面との境界部には、複数の多次結晶方位の結晶面が析出している。図５は、
この時の貫通孔１０５ｂの開口部近傍の様子を示した模式図である。図５（ａ）は貫通孔
上面における結晶面を示した上面図で、図５（ｂ）はその断面図である。
【００４０】
　図５（ａ）、（ｂ）においてレーザ加工によって形成された貫通孔１０５ａの内側表面
は、図４に示す異方性エッチングの開始によって、ただちに融解し、｛１００｝結晶面、
｛１１０｝結晶面が析出する。この時、貫通孔１０５ｂの周辺に形成された開口部１１１
内の｛１００｝シリコン基板１０１の表面は、｛１００｝結晶面が露出している。そのた
め、開口部１１１内のエッチングは、｛１００｝シリコン基板１０１の板厚方向に進行す
る。また、貫通孔１０５ｂと｛１００｝シリコン基板１０１の表面の境界付近では、常に
｛１００｝、｛１１０｝、｛１１１｝結晶面よりもエッチング速度の速い多次結晶面が析
出している。従って、エッチングによる内径の拡大を開始した直後の貫通孔１０５ｂの形
状は、図９に示したような逆テーパ方向に｛１１１｝結晶面が析出する事はない。
【００４１】
　次に、図３（ｃ）はエッチング経過（４０分）の時の｛１００｝シリコン基板１０１の
上面図と断面図である。このとき貫通孔１０５ｂは、｛１００｝結晶面で囲まれ、開口部
１１１とは４５度傾いた位置関係にある４角形状となる。貫通孔１０５ｂの大きさは対辺
が約７５μｍである。シリコン基板のエッチング条件において、｛１１０｝結晶方位は｛
１００｝結晶方位に対して前述の表１に示すように２倍程度エッチング速度が速い。その
ため、図３（ｂ）の８角形状の貫通孔１０５ｂは、時間の経過とともに貫通孔の内面の｛
１１０｝結晶面が消滅し、｛１００｝結晶面のみが残った４角形状となる。この時の貫通
孔１０５ｂは｛１００｝シリコン基板１０１に対して垂直な形状をなしている。また、４
角形状の貫通孔１０５ｂの対角線の長さと、４角形状の開口部１１１の一片の長さがほぼ
等しい関係が最も好ましい。このとき貫通孔１０５ｂは逆テーパ形状とならない最も径の
大きい貫通孔とすることができる。
【００４２】
　次に、図３（ｄ）はエッチング経過（７０分）の時の｛１００｝シリコン基板１０１の
上面図と断面図である。このとき貫通孔１０５ｂは、その内径が開口部１１１よりも部分
的に大きい逆テーパ形状となっている。図６はこの逆テーパ形状の概念を示す模式図であ
る。図６は、図３（ｄ）に示した状態からさらにエッチングを行い、貫通孔１０５ｂの内
径が開口部１１１よりも完全に大きくなった状態を示している。
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　図６（ａ）は貫通孔１０５ｂの上面図であり、その時の結晶面の状態を示している。図
６（ｂ）はその時の断面図である。図６（ａ）、（ｂ）では、エッチングによる貫通孔１
０５ｂの内径の拡大により、内径が開口部１１１の大きさを超え、｛１００｝シリコン基
板１０１の表面の｛１００｝結晶面が全て消失している。そのため、貫通孔１０５ｂの周
辺には多次結晶面は析出せず、｛１００｝シリコン基板１０１の板厚方向へのエッチング
速度はほぼＯとなる。それにより、貫通孔１０５ｂの表面付近より逆テーパ方向に｛１１
１｝結晶面が析出する。従ってこの貫通孔形状は、前記課題で述べたように工程信頼性を
低下させる形状であり、エッチング時間が最適条件から超過した状態である。
【００４４】
　図７は図３において説明したエッチング時間と貫通孔の孔径（頂点間の距離）との関係
を示すグラフである。エッチング時間４０～４５分の時に、図３（ｃ）の形状が得られた
。このエッチング時間は、工程信頼性を低下させる逆テーパ形状の｛１１１｝結晶面は析
出せず、かつ最大孔径が得られる条件である。更に、レーザ加工に伴って発生するドロス
、デブリス等の加工残存物等の半導体溶融物、クラック、結晶欠陥等はエッチングにより
全て消失することができる。また、貫通孔壁面は全て｛１００｝結晶面が析出した非常に
平滑な壁面が得られるため、後述する絶縁層や導電層の形成に最適な貫通孔状態となる。
【００４５】
　以上のような製造プロセスにより、外部接続電極１１０から貫通孔１０５を経由して｛
１００｝シリコン基板１０１の裏面側まで回路パターンを形成でき、能動素子１０２の信
号を、｛１００｝シリコン基板１０１の裏面に取り出すことが可能な電極構造を形成する
ことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の実施形態における半導体装置の断面図
【図２】実施例１における半導体装置の製造プロセスを示す断面図
【図３】異方性エッチングの進行に伴う貫通孔の形状の変化を示す断面図
【図４】貫通孔内面における｛１００｝結晶面と｛１１０｝結晶面の関係を示す図
【図５】貫通孔内面における｛１００｝結晶面と｛１１０｝結晶面の多次結晶方位の関係
を示す図
【図６】開口部および貫通孔上面における結晶面を示した図
【図７】異方性エッチングにおけるエッチングレートグラフ
【図８】｛１００｝シリコン基板における各結晶面の位置関係を示す図
【図９】従来の貫通孔が形成された半導体基盤の断面図
【符号の説明】
【００４７】
　１００　半導体装置
　１０１　｛１００｝シリコン基板
　１０２　能動素子
　１０３　絶縁膜
　１０４　配線部
　１０５　貫通孔
　１０６　絶縁層
　１０７　導電層
　１０８　封止材
　１０９　保護層
　１１０　外部接続電極
　１１１　開口部
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